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今回は、本県の誘致企業で、社内の一部署として「長崎ジョブトレーニングセンター」を設け、
特色ある障害者雇用をしておられるメットライフ生命保険（株）様（長崎市常盤町）をご紹介し
ます。
この部署を設置するに至った経緯や現状等を人事ビジネスパートナー部 マネージャー兼長崎

ジョブトレーニングセンター センター長の井上様に伺いました。

○長崎ジョブトレーニングセンターの設置目的は？
井上様「弊社は、本社機能の中枢業務をこの長崎の地で担っ
ています。誘致企業として長崎への地域貢献が目的です。」

○いつから設置しているのですか？
井上様「昨年の１０月からです。雇用期間は、今年の３月末
までの半年間で、１期生として５名の障害者の方を採用し
ました。」

○業務内容はどのようなものですか？
井上様「ビジネスマナー、電話対応、ＰＣ操作、文書作成な
ど、オフィスワークで求められる技能を学びます。センタ
ーに配属された社員の仕事は、様々なプログラムを通して
スキルアップすることです。」

○訓練生ではなく、社員なのですか？
井上様「雇用契約を結びますので社員です。当然、社会保険
にも入りますし、通勤手当もあります。長崎ジョブトレー
ニングセンターでプログラムを受けることが業務ですので、
その部分については、賃金を支払います。」

○このセンターで、特別に実施しているものはありますか？
井上様「他の部署で勤務している障害のある社員やその上司
が、講話をすることがあります。」

○現在、センターに配属されている方は、雇用期間終了後は
どうなるのですか？

井上様「弊社内での配置転換（他の部署で勤務）、他社への
就職、今年４月１日より２期生として更新の３パターンの
選択肢があります。なお、２期生からは、雇用期間が翌年
３月末までの１年間となります。現在２期生の応募受付中
です。」

○募集の対象となる障害種別は？
井上様「一人で出退勤が可能な方であることが大原則ですが、
障害種別は問いません。社会参加を考え、やる気のある方
の中から選考させていただきます。」
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～ 特色ある障害者雇用 メットライフ生命保険（株） ～

井上様（右）と社内をご案内いただい
た堤様（左）。

休憩コーナーにはコンビニもあります。
緑色の線で囲ってある部分は、車椅子
利用者のための導線。

勤務風景。
プログラムを受けてスキルアップする
ことが業務です。皆さん真剣に取り組
んでおられました。

「長崎ジョブトレーニングセンター」の詳細は下記
へお問い合わせください。

メットライフ生命採用事務局
（TEL０１２０－９４４－７４０）


